
平成22年度の保険料の額を７月にお知らせします
　後期高齢者医療制度の被保険者の方に、平成22年度の1年間の保険料の
額や、お支払いの方法についての通知書を、7月上旬に郵便でお送りします。
●保険料の計算のもとになるのは
　　平成22年度の保険料は、平成21年中の所得にもとづいて計算します。
●保険料の支払方法は
　　通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額を年
金から天引きでお支払いいただきます。
　　「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支
払いいただきます。

新しい被保険者証を７月にお送りします
　新しい被保険者証は、7月中に簡易書留郵便で発送します。
●8月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
　　更新にともない、現在、後期高齢者医療制度に加入しておられる方全

員の被保険者証が新しくなります。
●8月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません
　　平成22年8月1日以降は、今お持ちの被保険者証は使えませんのでご
注意ください（有効期限が平成23年7月31日のものをご利用ください）。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を更新します
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
　　入院時に、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」（以下、「限度額認定証」という）を提示すると、
食事代が減額されるほか、1か月分の入院費の窓口支払金額が、所得区分に応じた限度額に引き下げられます。

●対象となる方は
　　後期高齢者医療制度の被保険者の方で、平成22年度の住民税が世帯全員非課税の方
●手続き方法は
　　平成22年7月31日まで有効の「限度額認定証」をお持ちの方で、平成22年8月以降も該当する方には、7月
中に新しい「限度額認定証」を郵送します（申請手続きは不要です）。

●対象となる方で「限度額認定証」をお持ちでない方は
　　入院が決まりましたら、被保険者証と印鑑（認印）をご持参のうえ、役場住民課保険年金担当の窓口で申請し
てください。

被保険者証詐取事件にご注意ください
　全国各地で、市町や広域連合などの職員を装って、後期高齢者医療制度の被保険者証をだまし取ったり、保険料
の徴収と偽ってお金をだまし取ったり、虚偽の電話で個人情報を聞き出したりする事件が起こっています。
不審な訪問者には・・・
●絶対に被保険者証を渡さないようにしましょう
●絶対に生年月日、口座番号など個人情報を教えないようにしましょう
●金銭のやり取りの際は、相手の身分証などを必ず確認しましょう
　　「怪しいな」と思ったときは、最寄りの警察か、役場住民課保険年金担当または滋賀県後期高齢者医療広域連
合へご連絡ください。
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